
承認第３号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 別紙のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第

３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和２年４月 22日報告 

朝来市長 多 次 勝 昭 

  



専決第３号 

   専決処分書 

 朝来市介護保険条例（平成17年朝来市条例第155号）について、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分するものとする。 

 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正

する政令（令和２年政令第98号）による介護保険法施行令の改正に伴い、第１号被保

険者の介護保険料の算定に係る減額賦課の基準が令和２年４月１日から改められる

ことから、所要の条例改正を行ったものです。 

  令和２年３月31日専決 

朝来市長 多 次 勝 昭 

  



朝来市条例第20号 

   朝来市介護保険条例の一部を改正する条例 

 朝来市介護保険条例（平成17年朝来市条例第155号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項から第５項までの規定中「平成32年度」を「令和２年度」に改め、同

条中第７項から第９号までを次のように改める。 

７ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和

元年度及び令和２年度の各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、令

和元年度においては29,616円とし、令和２年度においては23,688円とする。 

８ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和元年度及び令和２年度の各年度における保険料率について準用する。

この場合において、前項中「29,616円」とあるのは「45,408円」と、「23,688円」

とあるのは「35,532円」と読み替えるものとする。 

９ 第７項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和元年度及び令和２年度の各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、第７項中「29,616円」とあるのは「57,252円」と、「23,688

円」とあるのは「55,272円」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の朝来市介護保険条例

の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例によ

る。 



承認第３号資料 
朝来市介護保険条例新旧対照表 

改 正 前 改 正 後 

 

（保険料率） 

第４条 平成 30 年度から平成 32 年度ま

での各年度における保険料率は、次の

各号に掲げる第１号被保険者の区分に

応じそれぞれ当該各号に定める額（以

下「保険料」という。）とする。 

(1) ～(10) （略） 

２ 平成 30 年度から平成 32 年度までの

令第 39条第１項第６号イの市町村で定

める額は、120万円とする。 

３ 平成 30 年度から平成 32 年度までの

令第 39条第１項第７号イの市町村で定

める額は、200万円とする。 

４ 平成 30 年度から平成 32 年度までの

令第 39条第１項第８号イの市町村で定

める額は、300万円とする。 

５ 平成 30 年度から平成 32 年度までの

令第 39条第１項第９号イの市町村で定

める額は、400万円とする。 

６（略） 

７ 第１項第１号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係る

平成 31 年度及び平成 32 年度の各年度

における保険料率は、同号の規定にか

かわらず 29,616円とする。 

 

 

８ 前項の規定は、第１項第２号に掲げ

る第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る平成 31 年度及び平成

32 年度の各年度における保険料率につ

いて準用する。この場合において、前項

中「29,616円」とあるのは、「45,408円」

と読み替えるものとする。 

 

９ 第７項の規定は、第１項第３号に掲

げる第１号被保険者についての保険料

の減額賦課に係る平成 31年度及び平成

32 年度の各年度における保険料率につ

いて準用する。この場合において、第７

項中「29,616円」とあるのは、「57,252

 

（保険料率） 

第４条 平成 30年度から令和２年度まで

の各年度における保険料率は、次の各

号に掲げる第１号被保険者の区分に応

じそれぞれ当該各号に定める額（以下

「保険料」という。）とする。 

(1) ～(10) （略） 

２ 平成 30年度から令和２年度までの令

第 39条第１項第６号イの市町村で定め

る額は、120万円とする。 

３ 平成 30年度から令和２年度までの令

第 39条第１項第７号イの市町村で定め

る額は、200万円とする。 

４ 平成 30年度から令和２年度までの令

第 39条第１項第８号イの市町村で定め

る額は、300万円とする。 

５ 平成 30年度から令和２年度までの令

第 39条第１項第９号イの市町村で定め

る額は、400万円とする。 

６（略） 

７ 第１項第１号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係る

令和元年度及び令和２年度の各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかか

わらず、令和元年度においては 29,616

円とし、令和２年度においては 23,688

円とする。 

８ 前項の規定は、第１項第２号に掲げ

る第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和元年度及び令和２

年度の各年度における保険料率につい

て準用する。この場合において、前項中

「29,616円」とあるのは「45,408円」

と、「23,688円」とあるのは「35,532円」

と読み替えるものとする。 

９ 第７項の規定は、第１項第３号に掲

げる第１号被保険者についての保険料

の減額賦課に係る令和元年度及び令和

２年度の各年度における保険料率につ

いて準用する。この場合において、第７

項中「29,616 円」とあるのは「57,252

- 25 -



円」と読み替えるものとする。 円」と、「23,688円」とあるのは「55,272

円」と読み替えるものとする。 
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